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Olympicグループ持株会社制への移行について 

株式会社 Olympicは、本日開催の取締役会において、株主総会の承認を条件として、会社分割
の方式により平成 18年 9月 1日（予定）を以って持株会社制へ移行すべく、その準備に着手する

ことを決定いたしました。 

持株会社移行後のグループ経営体制や持株会社自体が行う機能などの詳細につきましては、公

表が可能になり次第速やかにお知らせいたします。 

記 

1． 持株会社制への移行の目的 

当社は、持株会社に移行することで、変化する事業環境によりスピードを上げて対応し、

株主価値の極大化を進めます。その主な目的は以下の通りです。 

（1） 自己経営責任の実現 

各事業会社は、自社が属する市場で勝ち残るために、事業に果敢に挑戦します。顧

客対応力とコスト競争力を強化することで、お客様満足度の向上を進め、自己経営責

任経営の下で株主価値の極大化を目指します。 

（2） 機動的なグループ経営と継続的なグループ利益の創出 

各事業会社における迅速な意思決定を促進し、グループ業績に貢献し得る事業を更

に拡大してゆきます。 

（3） グループ会社の専門化の促進 

各社の専門性を高めることで、業務運営の効率化を追及し、強靭なコスト体質の確

立を目指します。 

2． 実施時期 

・ 平成 18年 5月下旬 定時株主総会において会社分割関連議案の承認 

・ 平成 18年 9月 1日 持株会社制ヘ移行 

3． 会社分割の方法 

株式会社 Olympic を持株会社とし、現在展開している事業を事業会社として分割を行う
予定です。 

以上 


